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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 

 

 

当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしまし

た平成 27 年 3 月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部

統制は有効でない旨を記載いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．開示すべき重要な不備の内容 

当社は、証券取引等監視委員会の開示検査を受け、過去の一部の工事請負契約、土地賃貸借

契約及び不動産売買契約等に基づく取引（以下、「本件疑義取引」という）につき、不適切な会

計処理が行われていた事実が判明いたしました。これを受けて、本件疑義取引に係る事実解明

及び会計処理の適正性に係る事実解明を目的として、平成 26 年 11 月 28 日、当社とは利害関係

を有しない外部の専門家からなる第三者委員会を設置し、調査を実施しました。 

その結果、平成 27 年 1 月 30 日付けで、第三者委員会より調査報告書の提出を受け、過年度

の決算を訂正するとともに、有価証券届出書、平成 24 年３月期から平成 26 年３月期までの有

価証券報告書、並びに平成 24 年３月期第３四半期から平成 25 年３月期までの四半期報告書及

び平成 26 年３月期の第２四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。 

本件は、経営者のコンプライアンス意識の欠如、取締役・監査役の経営者に対する監視機能

が十分に働かなかったこと、当社と経営者個人の事業との公私混同が原因であり、全社的な内

部統制の一部に重要な不備があったため、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示す

べき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがいまして、当事業年度末日時点におい

て、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

 

２．事業年度末日までに是正できなかった理由 

本件発覚以降、当事業年度末日までに十分な整備・評価期間を確保できず、当該開示すべき

重要な不備を是正することができませんでした。 

 

３．開示すべき重要な不備の是正方針 

当社は財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を認識しており、経営者に対する

監視・監査の強化、社内コンプライアンスを強化することが重要であると認識しております。

そのため、当社グループにおける経営者に対する監視・監査機能の強化、コンプライアンスの

強化を行うとともに、内部管理体制の強化にも取り組んでいく所存です。 



                         

是正の方針及び取り組み状況 

（１）取締役・監査役等の相互牽制機能の強化 

①取締役会の構成員の見直し等 

取締役会における牽制機能の活性化を図るべく、従来の社外取締役の人員構成比率を維持し、

その内の少なくとも２名が独立取締役となるよう候補者の選定を進めてまいりましたが、平成

27 年６月 22 日開催の第 15 回定時株主総会（以下、「同株主総会」という。）において、社外取

締役 2名を選定いたしました。 

また、株主に対する取締役の経営責任を、明確にするために、従来の取締役の任期を２年から

１年とする定款変更を同株主総会において決議いたしました。 

更に、取締役会における牽制機能の強化を図るべく、付議基準の実質的な引き下げをいたしま

した（平成 27 年４月～）。 

②監査役会の構成員の見直し、他部門との連携の強化 

監査役会における牽制機能の活性化を図るべく、従来の社外監査役の人員構成（３名）を維

持し、その内の少なくとも２名が独立監査役となるよう候補者の選定を進めてまいりましたが、

同株主総会において選定いたしました。 

また、監査の実効性を上げるために他部門等の連携強化を図っております（平成 27 年３月～）。 

③既存の会議体の見直し 

従来の本部長会の役割を見直し取締役会非上程案件のうち一定の重要なものについて、討

議・決議事項とすることを加え、代表取締役社長が本部長会の決議事項に該当する業務執行を

行うにあたっては、本部長会の決議があることを必須要件といたしました（平成 27 年４月～）。 

④関係内部規程の整備 

上記を制度的に担保するべく、職務権限規程・本部長会規程を制定・改定いたしました（平

成 27 年４月～）。 

 

（２）重要な経営判断（一定規模の投資判断を含む。）に関する決定プロセスに係る体制の再構築 

①上程前審査会の新設 

新規開発案件等の重要な経営判断について、案件の決定プロセスを監視し、第三者的立場か

ら実現可能性、経済合理性や法的観点等、案件実行の当否に必要な調査、検討が適正に実施さ

れているかを審査するために、上程前審査会を設置いたしました（平成 27 年４月～）。 

② 経営判断に関する権限分配等の見直し 

不適切な取引を未然に防ぐために、決裁及び決議に関する権限分配の基準を引き下げいたし

ました（平成 27 年４月～）。 

③ 関係内部規程の整備 

上記を制度的に担保するべく、本部長会規程及びその関係規程である上程前審査会要領並び

に職務権限規程を制定・改定いたしました（平成 27 年４月～）。 

 

（３）内部監査機能の強化 

①内部監査機能の強化 

特に開発案件や投資案件についても十分な内部監査を行うように体制を整備いたしました。

投資実行前の業務プロセスの適切性をより厳格に監査するとともに、開発案件の投資計画の適

正性等を確認するため、定期的に投資実行後に計画の進捗や投資資金額の確認、事業計画との

乖離を分析する等の内部監査も実施することといたしました（平成 27 年４月～）。 



                         

②監査役及び会計監査人との連携強化 

監査の実効性を上げるために監査役や会計監査人とのミーティングの充実により更なる情報

共有を図っています。また、同株主総会後の新体制の監査役会と協議の上、課題・懸念事項に

ついての情報共有の更なる充実のために、ミーティング方式等の改善を検討し、連携強化を図

ってまいります（平成 27 年４月～）。 

 

（４）役職員のコンプライアンス意識の醸成 

①コンプライアンス教育・研修の活性化 

より実効性の高い教育・研修をすることでコンプライアンス意識の醸成を図るため、役員及

び部室長、支店長に対し外部講師を招いた研修を実施することといたしました      

（平成 27 年４月～）。 

従来、コンプライアンス上の問題点につき対応を審議するコンプライアンス委員会を不定期に

開催しておりましたが、同委員会につきましては、定期的に開催することが望ましいこと及び

その審議内容がリスク管理委員会と内容が一部重複することから、今後は、両委員会を統合し

てリスク・コンプライアンス委員会として四半期毎に開催してまいります（平成 27 年４月～）。 

②内部通報制度の浸透 

店舗に掲示する啓蒙ポスターや役職員へ配布する内部通報カードの作成などを行い、従来よ

り設けていた内部通報制度を更に周知いたしました（平成 27 年４月～）。 

 

（５）当社と前社長グループとの不適切な資金的・人的関係の隔絶 

当社と前社長グループとの不適切な資金的・人的関係を隔絶すべく図ってまいりましたが、

平成 27 年３月末日をもって、当社と前社長グループとの間の人的関係や資金的関係の解消が

完了しております。 

また、関連当事者及び関連当事者取引の判定が適切に実施されておりませんでした。そのため、

当社役員に対して啓蒙活動としての研修の実施や、関連当事者取引等について説明を行い、不

適切な取引が行われる可能性を根絶すべく、徹底した調査を実施いたしました       

（平成 27 年４月～）。 

 

（６）取締役報酬の見直し 

報酬決定プロセスの透明化を担保すべく、同株主総会後、報酬委員会を取締役報酬に関する

諮問機関として設置し、取締役の個別報酬額を決定してまいります。 

 

４．連結財務諸表等に与える影響 

  平成 27 年３月期の連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす影響はありません。 

 

５．財務諸表の監査報告における監査意見 

  無限定適正意見であります。 

以上 


